富士宮市消防団応援の店登録制度実施要領

　（趣旨）
第１条　この要領は、富士宮市消防団応援の店登録制度実施要綱第１３条（以下「要綱」という。）の規定に基づき、具体的な手続きを定めることを目的とする。
　（登録申請書）
第２条　要綱第３条に基づく富士宮市消防団応援の店登録申請書の様式は、富士宮市消防団応援の店登録申請書（別記様式第１号）とする。
　（登録通知書）
第３条　要綱第４条第２項に基づく富士宮市消防団応援の店登録通知書の様式は、富士宮市消防団応援の店登録通知書（別記様式第２号）とする。
（表示証）
第４条　要綱第４条第２項の消防団応援の店表示証は、別記様式第３号とする。
　（富士宮市消防団応援の店表示証交付整理簿）
第５条　要綱第６条に基づく富士宮市消防団応援の店表示証交付整理簿の様式は、富士宮市消防団応援の店表示証交付整理簿（別記様式第４号）とする。
（申請事項変更・廃止届出書）
第６条　要綱第７条に基づく富士宮市消防団応援の店申請事項変更・廃止届出書の様式は、富士宮市消防団応援の店申請事項変更・廃止届出書（別記様式第５号）とする。
　（富士宮市消防団応援の店登録取消通知書）
第７条　要綱第８条第１項に基づく富士宮市消防団応援の店登録取消通知書の様式は、富士宮市消防団応援の店登録取消通知書（別記様式第６号）とする。
　（消防団応援の店利用カード）
第８条　要綱第１０条第１項に基づく消防団応援の店利用カードの様式は、別記様式第７号とする。
　（補則）
第９条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
　　附則
　この要領は、消防長決裁の日から施行する。






